
 地域自主組織の運営や事業に必要な経費などを、真庭市ふるさと応援交付金として

交付します。交付を受けたい地域は、真庭市ふるさと応援交付金活用団体登録を行っ

てください。 

 交付金は、地域を指定して寄付された「ふるさと納税」（寄付）を、指定された地域へ交付

する制度です。 

 まず、地域支援者は地域を指定して、真庭市へふるさと納税を行います。市は１月１日から

１２月３１日までに地域を指定して寄付された額を地域へ交付します。 

 地域出身者や応援者にＰＲして、ふるさと納税により寄付していただくと、より活発な地域

活動が可能となります。 

真庭市ふるさと応援交付金を受けるには 

①「真庭市ふるさと応援交

付金活用団体」への登録 

②ふるさと納税の推進 

 交付金を受けるためには、まず、「真庭市ふるさと応援交付金活用団体」への

登録が必要となります。活用を希望する団体は登録申請書、計画書などの必要書

類を市長あてに提出してください。 

 真庭市ふるさと応援交付金は、地域指定により寄付された「ふるさと納税」が原

資になります。活用団体登録をされた地域のみなさまは、地域出身者や応援者の

方々にＰＲをしていただき、積極的に推進してください。 

③交付金支払手続 

真庭市ふるさと応援交付金とは 

 真庭市ふるさと応援交付金活用団体に対し、１月１日～１２月３１日までに寄付

された額を３月末に交付いたします。手続方法については集計した寄付額と併せ

て代表者へ別途連絡いたします。 

お問い合わせ先 

〒７１９－３２９２ 岡山県真庭市久世２９２７－２ 真庭市 総合政策部 交流定住推進課 

ＴＥＬ（０８６７）４２－１１７９ ＦＡＸ（０８６７）４２－１３５３ 

E-mail koryu@city.maniwa.lg.jp 

※計画書には、事業名、目的、３ヵ年の事業内容、予算額、事業の効果等を記入

してください。様式は定めていませんが、真庭市ＨＰに様式の案を例示していま

す。 


